
船舶事故等調査報告書 

平成２４年７月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１神第１５２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年７月２９日 １２時２４分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市家
いえ

島天神鼻南東方沖 

 姫路市所在の尾崎鼻灯台から真方位１２６°１.１海里付近 

（概位 北緯３４°４０.４′ 東経１３４°３３.２′） 

事故等調査の経過 平成２３年９月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物フェリー 安洋
あんよう

丸、９７トン 

１３２３２３、家島貨物株式会社 

Ｂ 漁船 長 福
ちょうふく

丸、４.９トン 

   ＨＧ３－３５７７８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ ランプドアの右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船橋及びローラー等の損壊 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、平成２３年７月２９日１２時２０

分ごろ姫路市男
たん

鹿
が

島西岸のヒシノ鼻付近の採石場を出航し、姫路市家島港

に向けて速力約９ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）で手動操舵により

北北西進した。 

船長Ａは、出航して間もなく右舷船首４０°３００ｍ付近にＢ船を認

め、これまでの経験から漁船であるＢ船がＡ船を避けると思い、航行を続

けたが、両船の距離が約４０ｍになってもＢ船が避けないので、警告信号

を発して全速力後進としたものの、１２時２４分ごろ、家島天神鼻南東方

沖において、Ａ船のランプドア右舷前端とＢ船の船橋とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、姫路市上
かみ

島西方沖のちりめん
．．．．

２そう

びき漁業を終え、帰港のために姫路市坊勢
ぼうぜ

島に向けて速力約１０knで手動

操舵により西南西進した。 

船長Ｂは、左舷船首約３０～６０°方向に前路を右方に横切ろうとする

Ａ船を認めたが、衝突しないと思い、以後、操業中の他の漁船や魚群探知

機の画面を見ていたところ、衝突直前になってＡ船に気付いて機関出力を

最低にしたが衝突した。 

船長Ｂは、船橋から避難する際に割れたガラスで足を切って軽傷を負っ

た。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 



気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、家島天神鼻南東方沖を北北西進中、船

長Ａが右舷前方から接近するＢ船を視認した際、

漁船であるＢ船がＡ船を避けるものと思い、針路

及び速力を保持して航行したことから、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

Ｂ船は、家島天神鼻南東方沖を西南西進中、船

長Ｂが左舷側から接近するＡ船を視認した際、Ａ

船とは衝突するおそれがないと思い、操業中の他

の漁船や魚群探知機等の操作に意識を集中し、見

張りを行っていなかったことから、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因 本事故は、家島天神鼻南東方沖において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が西

南西進中、船長Ａが針路及び速力を保持して航行し、また、船長Ｂが見張

りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・他船を認めた場合は、衝突のおそれが無くなるまで、適切な見張りを

継続すること。 

 




